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別紙４ いじめが起こった場合の組織的対応の流れ

・加東警察署

・加東こども家庭センター

・加東市福祉総務課

日常の観察・アンケート・教育相談・他の児童（生徒）からの訴え等の情

解消

・学校問題サポートチーム

・教育相談窓口

・学校教育課・こども教育課

・人権協働課

・青少年センター
・発達サポートセンター「はぴあ」

「加東市教育相談窓口」

「加東市ネット見守り隊」

・教育支援センター

・スクールロイヤー

対応班によるいじめ解消に向けた指導

情報を得た教職員

担任・学年主任等

生徒指導担当 教頭

報告・共通理解

調査方針・役割分担決定

校長

いじめ対応チーム

調査班編成

指導方針の決定・指導体制の編成

対応班編制
（学年主任・担任・部活動顧問・学年教職員等）

加東市教育委員

兵庫県教育委員

その他の関係機関

加害児童への対応 被害児童への対応 傍観者への対応 保護者への対応 マスコミへの対応

・学級担任
・関係教員
・生徒指導委員

・学級担任

・学年主任

・学級担任

・学年主任

・学級担任

・学年主任

・校長

・教頭

職

員

会

議

継続指導・経過観察

再発防止・未然防止活動

いじめは未然に防止することが最良であるが、いじめを認知した場合には、特定の教職員が一人で抱え込んだり、隠した

りすることなく、校長のリーダーシップのもと「いじめ対応チーム」を中心にして学年や学校全体で情報を共有し、組織的に

対応する。いじめの解消に向けては、迅速な対応が大切であることから、情報を得てから学校の方針決定までをその日の

うちに対応する。ただし、重篤な場合やいじめられた側といじめた側の意識にズレがある場合、把握した状況をもとに十分

に検討協議し、慎重に対応する。


